
令和７年度第１回情報公開・個人情報保護審議会 

資料 





様式１（第３条関係） 

令和７年３月３１日

行政総務課長 様

高齢福祉課長

個人情報取扱事務登録票作成届

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第３条第１項の規定によ

り、別紙のとおり個人情報取扱事務登録票を作成したので、届け出ます。 

事務担当：高齢福祉課相談支援担当 

 白井 研 

内  線：２１２６ 

令和７年度第１回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会

議題1-(1)　資料
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Administrator
長方形



別紙 

（作成） 

登録番号 ７－５－２７ 開始年月日 令和７年５月１日 

事務の名称 一般介護予防事業に関すること（頭と体の元気アップ教室） 

事務の概要 

地域支援事業の一般介護予防事業普及啓発事業として、虚弱

傾向及び認知機能の低下が疑われる高齢者を対象に、おおむね

４か月で１３回に渡り、柔軟体操、筋力の向上に向けた運動、

認知機能の低下の予防にかかるプログラムなど、複合的な機能

の向上を目指す教室を行います。 

事業は委託事業者が実施をしますが、申し込みは市や地域包

括支援センターに参加希望者が直接行います。 

作成した登録票 別添 

備考 
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7-5-27

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○ ○

○

○ ○

〇 〇

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

介護保険法、地域支援事業要綱

頭と体の元気アップ教室利用者の個人情報

参加者の状況把握のため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

高齢福祉課

7-5-27

一般介護予防事業に関すること（頭と体の元気アップ教室）

令和7年5月1日

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 家族の連絡先 成績・評価 公的扶助 要介護度

住所 賞罰

電話番号

生年月日

年齢

性別

続柄

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

本人、家族及び委託事業者から文書により収集

委託事業者

個人情報の項目名全て

文書、電話

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤
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7-5-27

備 考

使用する「個人情報記録」

参加者リスト 電子

出席表
マニュア

ル（紙）

体力測定結果票

実績報告書
マニュア

ル（紙）

元気アップ計画書
マニュア

ル（紙）

マニュア

ル（紙）

利用者連絡票
マニュア

ル（紙）
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高齢者の大切なことに、

まるごとチャレンジ！

頭と体の元気アップ教室

お問い合わせ（日程・内容等）・お申し込みは、

茅ヶ崎市役所高齢福祉課 （電話：０４６７－８１－７１６３）

※地域包括支援センターでもご相談いただけます

「なんとなく体力が落ちてきた…」「時々物忘れが気になってきた…」「人と話すことが少なくなった…」

だけど、まだまだ自分でがんばりたい！と感じている高齢者を対象に、

「運動」、「頭の活性化」、「お口の健康」、「栄養状態」の改善にチャレンジします！

【対象者について】
市内在住の６５歳以上で、以下のいずれかに該当
する方

〇基本チェックリストで該当した方
基本チェックリストは裏面にあります。
市役所、包括でもチェックできます。

〇虚弱傾向を判断する指標等で「虚弱」
「フレイル」などと言われた方
（例）
・フレイルチェック
・後期高齢者の質問票 など

【教室について】

〇実施頻度
・週1回、2時間程度を全13回実施

〇利用料（参加当日に現金でいただきます）
・参加 1回 300円

・送迎 片道１００円 （送迎のある教室の場合）

〇定員
・各教室 １２人（先着順）

〇内容
・ストレッチ、筋トレ、知的活動など
・自分の体力を知るコーナー
・お住いの地域の体操教室やサロン
等の紹介

参加者は８０代が多いぞよ。
気楽に話せる仲間づくりも目指して
いるぞよ。

体しゃっきり！ 心いきいき！

認知症
予防
プログラム

運動
プログラム

栄養
プログラム

口腔
プログラム

目指せ１００歳！

小人数なので、手厚い
指導が受けられます！

申し込みフォーム
からも申し込み可能

対象者に該当するか分からない、教室に興味がある、
体力の低下などが気になる方は、まずは高齢福祉
課や、地域包括支援センターまでご相談ください！

詳しくはコチラ
（市HP）
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基本チェックリストをやってみよう
基本チェックリストとは、

厚生労働省が作成した生活機能低下の有無を確認することを
目的とした調査票で、全国一律で使用しているものです。

上記（ア）～（キ）の

いずれかに該当＝頭と体の元気アップ教室の対象

になります。ぜひお申込みください！
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令和７年度頭と体の元気アップ教室 Ｒ7.３月３日現在

定員：各教室１２名 日程の（ ）：予備日

第１教室（春開始コース） 第２教室（秋開始コース）

会
場

日

程

浜見平団地集会所
＜浜見平１０－１ ＵＲ中央集会所＞

６月：３・１０・１７・２４日

７月：１・８ ・１５・２２・２９日

８月：５・１９・２６日

９月：２・（９日）

火曜日 １４時～１６時

浜見平団地集会所
＜浜見平１０－１ ＵＲ中央集会所＞

１０月：１４・２１・２８日

１１月：４・１１・１８・２５日

１２月：２・９・２３日

１月：６・１３・２０・（２７日）

火曜日 １４時～１６時

会
場

日

程

鶴が台団地集会所
＜鶴が台１０－７ ＵＲ集会所＞

６月：４・１１・１８・２５日
７月：２・９・１６・２３・３０日
８月：６・２０・２７日
９月：３・（１０日）

水曜日 １４時～１６時

茅ヶ崎市青少年会館
＜十間坂３－５－３７＞

９月：３０日
１０月：７・２１・２８日
１１月：１１・１８日
１２月：２・９・２３日
１月：６・２０・２７日
２月：３・（１０日）

火曜日 １４時～１６時

会
場

日

程

男女共同参画推進センター
いこりあ＜新栄町12－12ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ４Ｆ＞

５月：２２・２９日
６月：５・１２ ・１９・２６日
７月：３・１０・１７・２４日
８月：７・１４・２１・（２８日）

木曜日 １４時～１６時

３月２８日に決定

会
場

日

程

３月２８日に決定 ３月２８日に決定

会
場

日

程

３月２８日に決定 ３月２８日に決定

送迎あり

送迎あり

送迎あり送迎あり

送迎あり
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様式２（第４条関係） 

令和７年３月２１日

行政総務課長 様

保育課長

個人情報取扱事務登録票変更届

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第４条第１項の規定によ

り、別紙のとおり変更事項を反映した登録票を作成したので、届け出ます。 

事務担当 保育課 管理整備担当 

寺井 

内  線 ２１５７ 

令和７年度第１回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会

議題1-(2)　資料
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別紙 

（変更） 

登録番号 ８－３－１１ 変更予定年月日 令和７年１月１日 

 

事務の名称 公立保育園の管理に関すること 

変更理由 

 令和７年１月に本市の公立保育園において、保護者の利便性

向上及び保育園における事務作業の効率化を目的として、保育

ICT を導入しました。（令和６年度中は準備期間となり、令和７

年４月より運用開始） 

 これに伴い、これまで書面で管理していた園児や保護者の個

人情報をクラウド上で管理することとなったため、個人情報取

扱事務登録票変更届を提出します。 

変更後の登録票 別添 

変更事項 変更前 変更後 

使用する「個人情報

記録」 

児童票（各

園） 

マニュアル

（紙） 

ケース記録

（各園） 

マニュアル

（紙） 

保育要録（各

園） 

マニュアル

（紙） 

園児の園にお

ける生活記録 

マニュアル

（紙） 
 

児童票     電子 

ケース記録  

   

電子 

保育要録   

  

電子 

園児の園にお

ける生活記録 

電子 

 

 

備考 

本登録票の記載事項の変更に伴い、取り扱う本人の数が１，０

００人以上となるため、個人情報の保護に関する法律第７５条

第１項に基づき個人情報ファイル簿を合わせて作成し、公表す

る。 
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8-3-11

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○ ○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

茅ヶ崎市立保育園条例

公立保育園入所者及びその保護者の個人情報

公立保育園に入所している園児に対する適切な保育の実施のため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

保育課

8-3-11

公立保育園の管理に関すること

昭和41年3月31日

令和7年1月1日

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価 公的扶助 保育関係情報

住所 賞罰

電話番号

生年月日

年齢

性別

続柄

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

本人又は保護者から「文書」により収集

進学先小学校

氏名、住所、生年月日、性別及び保育に関する記録

文書

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤
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8-3-11

備 考

使用する「個人情報記録」

児童票 電子

ケース記録 電子

保育要録 電子

園児の園における生活記録 電子
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様式４（第６条関係） 

令和７年３月２１日   

 

 行政総務課長  様  

 

保育課長   

 

個人情報ファイル簿作成届  

 

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第６条（第１項・第２

項）の規定により、次のとおり個人情報ファイル簿を作成したので、届け出ます。 

 

個人情報ファイル

の名称 
公立保育園の入所園児及び保護者情報ファイル 

当該個人情報ファ

イルに係る個人情

報ファイル簿 

別添 

 

備考 

個人情報取扱事務登録票「８－３－１１ 公立保育園の管理に

関すること」の作成時において当該個人情報ファイルに記録さ

れる本人の数が１，０００人未満であったものが、保育ＩＣＴ

の導入に伴い、令和７年度から各公立保育園の入所園児及び保

護者の情報が電子化され、取り扱う本人の数が１，０００以上

となることにより、本個人情報ファイル簿を作成したもので

す。 

 

 

 

 

 

事務担当 保育課 管理整備担当 

寺井 

内  線 ２１５７ 
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8-3-11

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等

■ □

□ 有 ■ 無

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5年齢、6性別、7続柄、8親族関係、9家族状況、10職

業・職歴、11相談記録、12保育に関する記録、13病歴、14健康診断等の結果

個人情報ファイル簿

公立保育園の入所園児及び保護者情報ファイル

市長

保育課

公立保育園に入所している園児に対する適切な保育の実施のため

公立保育園入所者及びその保護者の個人情報

本人又は保護者から「文書」により収集

含まれる

進学先小学校

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称） 茅ヶ崎市経営総務部行政総務課

（所在地） 〒253-8686　神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
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8-3-11

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地

行政機関等匿名加工情報の概

要

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨

備 考
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様式１（第３条関係） 

令和７年 ４月９ 日

行政総 務課長 様

開発審査 課長

個人情報 取扱 事 務 登録票作 成届

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第３条第１項の規定によ

り、別紙のとおり個人情報取扱事務登録票を作成したので、届け出ます。 

事務担当 開発審査課審査担当 

 江尻 

内  線 ２３１１ 

令和７年度第１回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会

議題1-(3) 資料
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別紙 

（作成） 

登録番号 １０－５－４ 開始年月日 令和７年４月１日 

 

事務の名称 宅地造成及び特定盛土等の許可に関すること 

事務の概要 

地方自治法第２５２条の１７の２及び神奈川県事務処理の特例に

関する条例に基づき、令和７年４月１日より、宅地造成及び特定

盛土等規制法の一部について事務移譲を受け、書類の経由事務を

実施します。 

作成した登録票 別添 

 

備考  
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10-5-4

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○

〇

○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

宅地造成及び特定盛土等規制法、神奈川県事務処理の特例に関する条例

許可申請者及び代理人の個人情報

申請書類等の索引及び許可書等の作成のため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

開発審査課

10-5-4

宅地造成及び特定盛土等の許可に関すること

令和7年4月1日

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価 公的扶助 手続きの進捗

住所 賞罰

電話番号

生年月日

年齢

性別

続柄

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

神奈川県からLGWANポータルサイト掲示板より収集、申請者から文書により収集

神奈川県

個人情報の項目名全て

文書

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤
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10-5-4

備 考

使用する「個人情報記録」

開発許可事務処理入力台帳 電子
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